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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

ターゲット産業企業への投資から得られた譲渡所得に対する法人税及

び個人所得税免除の規定、基準及び条件 

ターゲット産業で事業を行う企業（以下「ターゲット産業企業」）への一定の

直接及び間接投資の譲渡から得られるキャピタルゲインに関して、タイ及び外

国投資家の法人税及び個人所得税の免税に関する規則、基準及び条件を規定す

るタイ歳入局長官告示第 428 号が 9 月 6 日に公表されました。この歳入局長官

告示第 428 号は 2022 年 6 月 13 日付勅令第 750 号の規定に基づくもので、有

効期間は 2022 年 6 月 15 日から 2032 年 6 月 30 日までです。 

勅令第 750 号に基づく免税措置は、ターゲット産業企業の株式の直接譲渡、対

象産業企業に投資するコーポレートベンチャーキャピタル（Corporate 

Venture Capital：以下「CVC」）、ファンドやプライベートエクイティ

（Private Equity ：以下「PE」）、信託の株式や信託ユニットの譲渡を通じ

た間接譲渡及び CVC ファンドや PE 信託等の解散から生じる利益から得られる

譲渡所得に適用されます。この免税措置には、キャピタルゲインが「適格なタ

ーゲット産業」への投資から生じたものであることなどの一定の条件がありま

す。直接又は間接的な譲渡による譲渡所得に対し、免税は、対象活動から得ら

れる収益の割合（直接譲渡の場合）又は CVC ファンド及び PE トラスト等が適

格なターゲット産業企業に投資した金額（間接譲渡の場合）に相当する譲渡所

得の部分にのみ適用されます。ターゲット産業企業の株式を保有する CVC フ

ァンド又は PE 信託の解散から生じる譲渡所得の場合、譲渡所得に係る課税の

免除は、CVC ファンド又は PE 信託が適格対象産業会社の株式保有から得た留

保利益に起因する譲渡所得の部分（すなわち、受け取った分配額が投資原価を

超える部分）のみに適用されます。 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-tax-newsletter-oct2022-EN.pdf
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この歳入局長官告示で定められた主なルール、基準及び条件の概要は下記のと

おりです。  

「適格ターゲット産業企業」とは、ターゲット産業国家競争力強化政策委員会

が定める重点産業で事業を行う企業で、科学技術振興機構、国家革新機構及び

デジタル経済推進機構のいずれかの機関から認定を受けていることが必要で

す。 

間接譲渡の場合の非課税対象となる譲渡所得の部分を計算するために、適格 

CVC ファンドの純利益は、タイ歳入法第 65 条に従って、会計期間中に行われ

た事業又は活動からの収入から、タイ歳入法第 65 条 Bis 及び第 65 条 Ter に規

定された条件の下で適格な費用を差し引くことによって計算しなければなりま

せん。CVC ファンドが、勅令第 750 号第 4 条に基づき非課税となる所得を生

み出す活動（すなわち、適格なターゲット産業企業の株式売却によるキャピタ

ルゲイン）と課税対象となる所得を生み出すその他の活動の両方を行う場合、

CVCファンドはそれぞれの活動からの純利益又は純損失を個別に計算しなけれ

ばなりません。しかし、CVCファンドは、非課税活動からの利益又は損失と非

課税活動からの利益又は損失を合算し、法人税法上の企業の合計利益又は損失

を算出する必要があります。 

ターゲット産業企業及び同企業に投資する CVC ファンドと PE トラストの受

託者は、年次報告義務を負います。彼らは会計期間の最終日から 150 日以内

に、タイ歳入局のウェブサイトを通じてインターネット経由で提出しなければ

ならないフォーム（通知書に添付されているコピー）で、関連する投資の詳細

（例えば、一般情報、CVC ファンドと PE トラストの各会計期間におけるター

ゲット産業企業への投資の部分）を提出しなければなりません。また、投資の

詳細は、投資家又は株主に提供されなければならず、投資家はその詳細を保管

し、税務署員の要求に応じて容易に閲覧できるようにしておかなければなりま

せん。一般的な 150 日ルールでは 2022 年 12 月 31 日までに提出が必要とされ

る投資内容については、2023 年 6 月 30 日まで期限が延長される予定です。 

 

居住用コンドミニアムを使用してオンラインビジネスを行うタイ人個

人に対する VAT登録に関する規則及び手続の提供 

タイ歳入局による VAT に関する２つの歳入局長官告示第 245 及び第 246 が

2022 年 9 月 14 日に発行され、翌日から施行されました。これらは、タイ歳入

局の VAT に関する既存の歳入局長官告示（No.57、No.159、2004 年 7 月 30

日）を修正し、住宅マンションからオンラインビジネスを行うタイ人の個人の

VAT 登録に関する規定及び手続を規定したものです。具体的には、（コンドミ

ニアム法に基づく）居住用コンドミニアムを唯一の施設として、インターネッ

トを通じた物販やサービス提供を行うタイの個人事業者の VAT 登録申請や

VAT 登録証の発行に関する規則や手続を定めています。当該歳入局長官告示に

記載されている主な規則と手続の概要は、下記のとおりです。 

VAT 登録が必要なタイ人個人事業者（タイ国内での物販又はサービス提供によ

る年間売上高が 180 万バーツを超える個人事業者）、又は自主的に VAT 登録

を希望する個人事業者は、VAT 登録用紙をタイ歳入局に提出し、完全かつ正確

な添付書類一式（インターネット経由で物販又はサービス提供を行うための商

業登記証、「登記簿」情報、事業所の場所を示す地図、事業所の写真など）を

添付しなければなりません。登録申請書（Por.Phor.01）は、タイ歳入局のウ

ェブサイトから e-VAT 登録ポータルを介して提出する必要があります。 



また、オンラインプラットフォームを通じて物販やサービス提供を行うタイの

個人事業者は、VAT 登録の承認を求める事業への従事を確認するため、個人の

オンライン販売やサービス事業に関する情報を保有するオンラインプラットフ

ォーム事業者が、当該情報をタイ国税局へ開示することに同意する必要があり

ます。 
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